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中央学院大学に対する改善報告書検討結果 

 

＜大 学 評 価 実 施 年 度：2021年度＞ 

＜改善報告書検討実施年度：2025年度＞ 

 

中央学院大学から改善報告書の提出を受け、本協会は改善に向けた大学全体の取り組み、

１点の是正勧告及び３点の改善課題の改善状況について検討を行った。その結果は、以下の

とおりである。 

なお、末尾に記述するように、前回の評価結果において指摘のあった「基準２ 内部質保

証」及び「基準４ 教育課程・学習成果」について、検討の結果、改善が認められたことか

ら、当該大学は内部質保証の状況を踏まえた評価の弾力的措置に係る要件ア）～ウ）を満た

している。 

 

＜改善に向けた大学全体の取り組み＞ 

「学部長会」を中心に改善に取り組み、「中央学院大学大学運営に関する基本方針」を策

定している。2022 年には副学長を配置し、中長期計画や内部質保証を担当させることで教

学マネジメント体制の強化を図った。併せて、副学長を議長とする「大学質保証会議」を設

置し、全学的な内部質保証の推進と改善指示を行う体制を整備した。同会議のもとには、「自

己点検･評価実施委員会」を設け、各部会の点検･評価を実施している。また、「中央学院大

学における内部質保証の推進に関する規程」の一部を改正して、「大学質保証会議」の責任・

役割をより明確化しており、大学全体として問題点を改善していく姿勢がみてとれる。 

 

＜是正勧告、改善課題の改善状況＞ 

提言の改善状況から、改善の成果が概ね表れているといえる。 

是正勧告については、大学運営における改廃に関する規定の不備の問題に関して、なお改

善が求められる。 

改善課題については、財務基盤の確立の問題に関して、今後もさらなる改善に努めること

が求められる。 

個別の提言への改善に向けた大学の取り組み及びそれに対する評価は、各提言に対する

検討所見のとおりである。 

 

（１）是正勧告 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準 10 （１）大学運営 

 

提言（全文） 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長

期の計画等を実現するために必要な大学運営に関
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する大学としての方針が定められていない。また、

学則において、副学長を置くことが定められている

が、これまで置かれたことがなく、規程と実態に齟

齬があり、研究科長の権限についても包括的に定め

られていない。さらに、規程に基づかない組織運営

や、改廃に関する規定の不備が見受けられるととも

に、「経営会議」や「学部長会議」は組織における重

要な会議体でありながら、その会議録が作成されて

いない等、適切な大学運営を行っているとはいいが

たいことから、組織の基盤を十分に整備し、適切に

大学運営を行い、定期的な点検・評価及びその結果

をもとにした改善・向上に取り組むよう、是正され

たい。 

 

検討所見 「学部長会」を中心に改善に取り組み、「中央学

院大学大学運営に関する基本方針」を策定し、公表

している。また、副学長については、「中央学院大学

副学長規程」を策定のうえ、副学長を新たに配置す

ることで、「中央学院大学学則」と実態の齟齬を解

消した。研究科長の権限についても、「中央学院大

学大学院学則」に包括的に定めた。「学校法人中央

学院経理規程」については、実際の予算編成の手続

と齟齬がないように改めたほか、「学部長会議」と

「経営会議」については、2022年度より議事録を作

成している。 

以上のことから、概ね改善が認められるが、一部

の規程における改廃に関する規定の不備について

は、規程改正の際に整備状況を確認し、対応するこ

ととしており、全ての規程の確認はできていないた

め、引き続き改善が求められる。 

 

 

（２）改善課題 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 基準２ 内部質保証 
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提言（全文） ｢自己点検・評価実施委員会｣を責任主体とする内

部質保証体制を構築しているものの、定期的な点

検・評価を行っているとはいいがたい。また、点検・

評価の結果に基づく改善・向上のプロセスが体制上

明確でなく、内部質保証推進組織が改善・向上に向

けた運営・支援の役割を十分に果たしているとはい

えないことから、「自己点検・評価実施委員会」のも

と、内部質保証システムを有効に機能させるよう改

善が求められる。 

 

検討所見 「基礎事項確認シート」による点検・評価及び短

期・中長期目標の達成度検証等の形で年度単位の点

検・評価が行われ、改善すべき課題等については、

「自己点検・評価実施委員会」が「大学質保証会議」

に報告・改善要望を出し全学的な方向性を決定して

改善に取り組んでいると認められる。 

「大学質保証会議」は、2024年の規程改定によっ

て、教育改善・向上における司令塔の役割をも果た

すようになり、実際に学習管理システムの更新やポ

ートフォリオ導入等の検討を主導している。これに

より、内部質保証に責任を有する組織による全学の

運営・支援の機能が強化されたといえる。 

以上のことから、大学評価時に改善を提言した事

項については改善が認められる。 

 

№ 種  別 内  容 

２ 基準 基準４ 教育課程・学習成果 

 

提言（全文） 法学部、現代教養学部及び商学研究科修士課程の

教育課程の編成・実施方針において、教育課程の実

施に関する基本的な考え方が示されていないため、

明文化するよう改善が求められる。 

 

検討所見 法学部、現代教養学部及び商学研究科修士課程に

おいて、教育課程の実施に関する基本的な考え方を

明示した教育課程の編成・実施方針を定め、ホーム

ページにおいて公表しており、改善が認められる。 
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№ 種  別 内  容 

３ 基準 基準 10 （１）財務 

 

提言（全文） 「要積立額に対する金融資産の充足率」は低い水

準を推移しており、教育研究活動の安定的な遂行と

必要な財政基盤の両立が十分に確立されていると

はいえない。事業活動収支差額比率は改善傾向にあ

るが、教育研究経費比率の減少が要因となっている

ことから、教育研究環境の維持・向上の観点に留意

しつつ、財政基盤の確立に向けた取り組みの具体

化、実行が求められる。 

 

検討所見 「要積立額に対する金融資産の充足率」について

は 2024 年度に一定の改善がみられた一方で、事業

活動収支差額比率が 2024 年度においてマイナスに

転じていること、「事業活動収入に対する翌年度繰

越支出超過額の割合」は、毎年度増加していること

に留意する必要がある。 

2026 年度から始まる第３期中期計画では、学生

生徒等納付金の確実な確保、事業の見直し等に取り

組み、金融資産の充実を進め、財政基盤を確立され

たい。 

 

 

＜再度報告を求める事項＞ 

なし 

 

＜弾力的措置にかかる要件の充足状況＞ 

弾力的措置にかかる要件 
前回の評価結果

における提言 
改善状況 

ア）基準２「内部質保証」に関し、是正勧告及び改善課題

のいずれも提言されていない。 

有 

（改善課題） 
○ 

イ）基準４「教育課程・学習成果」に関し、是正勧告が提

言されていない。 
無 － 

ウ）基準４「教育課程・学習成果」の学習成果の測定に関

しては、改善課題も付されていない。 
無 － 

 

以上 


